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５医第 104号 

令和５年(2023年)６月 12日 

 

 

 一般社団法人長野県医師会長 様 

 一般社団法人長野県歯科医師会長 様 

 

 

長野県健康福祉部長 

（公印省略） 

 

 

持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度の延長について（通知） 

 

 

このことについて、下記のとおり厚生労働省医政局医療経営支援課から通知がありまし

た。 

ついては、内容について御了知いただくとともに、所管の医療法人への周知をお願いし

ます。 

 なお、保健福祉事務所長及び中核市保健所長あて別添のとおり通知しました。 

 

記 

 

１ 持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度の延長について 

（令和５年５月 19日付け医政支発 0519第３号） 

 

 

 

 

 

（問合せ先） 

担 当：医療政策課企画管理係 柳澤 

電  話：026-235-7145（直通） 

ＦＡＸ：026-223-7106 

E-mail：iryo@pref.nagano.lg.jp 


